
行政区 日にち 開催方法 

野中 3/26(日) 全員参加 

北牟田 3/26(日) 未定 

鷲寺 4/2(日) 新旧隣組長と役員 

寛元寺 3/26(日) 役員と参加希望者 

久保 ― 回覧にて議決 

町 3/26(日) 全員参加 

流 3/26予定 3/5の役員会で決定 

 ※開催方法は、各行政区の区長と役員の判断

で行われます。 

＊バイパス町の交差点付近から松原方面は、地域の状

況が変われば、今後用途の検討は必要。 

＊野中のため池～野中十字路～野中神社への道路の

北側は用途指定を検討。 

＊マミーズ西牟田店も農振に近いので用途の指定検

討から外されている。しかし、今後の地域の変化に

より見直しは可能。 

＊その他、建物を建てるときのルールが変わります。 

 

日 時：2月 15日（水） 9時～ 

場 所：寛元寺公民館 

＊西牟田コミュニティ協議会が要望（隣接している久

留米市と同様に筑後市の西牟田も用途を設定して

ほしい）していたものに沿った検討がされている。 

＊バイパスの東 80 ㍍程度まで用途の指定を求めてい

たが、農振には入れないとの理由で用途の指定は難

しい。 

＊バイパスの西側は農用地除外で宅地化を進めて欲

しい。（農政課長発言） 

説明会には、市から 7 名の職員が説明に来

られ、30名の校区住民が来場されました。 

 
《用途地域の変更（拡大）の検討について》 
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｢住民説明会｣が行われました 

発行元：西牟田校区コミュニティ協議会 〒833-0053 筑後市大字西牟田 3980（寛元寺公民館内）  
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開所時間：8：30～13：30 (金銭出納関係は平日 9：00～12：00)       責任者 菰原 千里   

～コミュニティバスの新規・協力金のお申し込みについて～ 
● 募集チラシは広報誌と一緒に全世帯に配布しております。  ● 運営協力金は、年間 4,000円です。 

● お申し込みは、区長、民生委員/児童委員、またはコミュニティ協議会事務所まで。 

『西牟田小安心メール』の登録について 

      

各行政区の総会について 

歩行者が渡ろうとしている時、車両（車、バイク、自転車）は止まりましょう！

また、渡ろうとしているのを止める行為も道路交通法違反となります。 

マナーではあり
ません。 
ルールです‼ 

 

《信号機がない横断歩道では》 

 児童たちが無事で安全な学校生活を送れるよう、西牟

田校区でも PTA はじめ地域の方々はいつも見守ってい

ます。この活動を円滑に行うために西牟田小学校は携帯

電話のメール機能を活用し情報を提供しています。 

    【配信の内容と登録の方法】 

＊不審者情報 ＊緊急連絡 ＊学校行事の案内 

＊PTAからのお知らせ など 

① nmt@gw.ansin-anzen.jp に空メールを送信します。 

② 登録のフォームが返信されますので手順 

に従って登録してください。 

③ 右記のQRコードからも登録できます→ 



≪印刷・コピーのご依頼について≫ ◆印刷機 原稿製版代１枚につき 50円 ＋ 下記料金 

：A4 白黒 （用紙代含）   1枚 0.1円 

（用紙持参/裏面）1枚0.5円 

    ：A3 白黒 （用紙代含）   1枚0.2円 

           （用紙持参/裏面）1枚0.1円 

＊枚数が多い場合は上記 

◆コピー：A4 白黒 １枚 15円 

       カラー1枚 30円 

   ：A3 白黒 1枚 10円 

       カラー1枚 40円 

※両面コピーは 2枚分となる 

※カラー用紙などの用紙持参でも同じ金額 

各団体の総会の時期が近づいて参りました。

当協議会への印刷のご依頼が多量の場合は、事

前にご予約やお問い合わせをいただければ、な

るべくお待たせしないように調整しますので、

ご協力をお願いいたします。また、原稿が多い場

合は、各自で印刷していただく場合があります

ので、予めご了承ください。印刷機の操作方法は

お教えいたします。（校区に関わる団体のみ） 

 

 

 

 2月 15日（金）、東峰村から村長率いる村

役場職員、行政区長など 12 名が西牟田コミ

ュニティ協議会について視察に来訪されまし

た。説明会は市役所で行われ、市長、働推進課

課長、係長、職員 1名と当協議会から会長、

事務局長、他 1名 

で当コミュニティ 

協議会の説明と意 

見交換を行いまし 

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 予 定 内 容 日 時 予 定 内 容 

1日（水） 
コミュニティ協議会役員会 8：45～ 12日（日） 資源ごみ収集日 

廃プラスチック収集日 15日（水） 廃プラスチック収集日 

3日（金） 地域支援員連絡会議 10：30～サンコア 24日（金） 小中学校 修了式 

8日（水） 子育てサロン 10：00～ 26日（日） 燃えない・資源ごみ収集日 

 

行事予定 サロン・さんかく塾 【野中(第 1日曜) 北牟田(月 1回) 鷲寺(第 3木曜) 寛元寺(毎週月曜) 流(毎週水曜)】 

 福岡県では、令和 2年 10月 1日か

ら自転車利用者が加害者となる高額賠

償事例が発生していることなどを踏ま

えて「福岡県自転車の安全で適正な利

用の促進及び活用の推進に関する条

例」により自転車保険 

への加入が義務化 

されました。 

自転車保険に 

入っていますか？ 

 

自動車保険や傷害保険などに特約で

付帯しているか確かめて、未加入で

したら、加入しましょう！  

※「異変」「異常」「危険箇所」とは事故や犯罪につながる可能

性がある状態 

(例)「不審者(車)を見かけた」「徘徊する人を見かけた」「街灯

が消えている」「ポストにチラシが溜まっている」など。 

 料 金 表 

2月 8日(水)  

寛元寺公民館 

10：00～11：30 

子育てサロン 

次回は 3 月 8 日(水) 10：00～ 

活動テーマ「大きくなったでしょう！」遊びに来てね☺ 

 絵本の読み聞かせの後、豆まき

用の豆を新聞紙で丸め和んでいる

と、突然の鬼の登場にビックリし

てお母さんにしがみついていまし

た(笑)。最後は優しかった鬼さん

と一緒に写真を撮りました♬ 

 『ながら防犯』とは、日常の生活行動の中の「仕事」 

「通勤・通学」「買い物」「ウォーキング」「犬の散歩」「花の水

やり」「あいさつ」などから防犯の視点を取り入れて行動しな

がら、地域の「異変」「異常」「危険箇所」に気づき、それを区

長や安全安心支部長、民生委員/児童委員、コミュニティ協議

会、警察官などに伝えることで、犯罪を未然に防ぐ一連の行

動を『ながら防犯』と呼びます。これは、個人や団体を問わず

誰もが日常生活の中で気軽に実践できる防犯活動です。 

『ながら防犯』をしましょう！ 

東峰村が当協議会を視察訪問 

～コミュニティバスより～  21 日（火）祝日は運休です 


